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第１章 計画の趣旨                      

 

ここでは、この計画の位置付けや目的、計画の対象区域や期間を示します。 

 

第１節 計画の位置づけ 

近年、空家等から発生する問題が深刻な社会問題となっています。国は平成26年11月

に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)を公布、平成27年5

月に完全施行し、空家等対策を本格的に始めました。また、令和5年12月には、法を一

部改正し、所有者の責務強化や、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を促

すなど、総合的に対策を強化することとされました。 

このようなことから、この「錦町空家等対策計画」は、町の空家等に関する対策を

総合的かつ計画的に実施するため、法第7条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即

して策定するものです。 

 

第２節 計画の目的 

空家等となる要因や空家等により発生する問題は多岐にわたり、その解決にはさま

ざまな手法や幅広い対応が必要となります。また、空家等はあくまでも個人財産であ

り、問題等への対応やそこから発生する責任は、まずは所有者にあることは法第3条で

も規定されているところです。 

しかしながら、所有者で対応できない事案や公益上多くの人に影響を及ぼす事案な

どが出てきていることから、本計画では、町が取り組む空家等対策の範囲や責務を明

確にした中長期的な方針を示すこととします。 

また、空家等対策はさまざまな手法や幅広い対応が必要なことから、予防から空家

等除却後の跡地利用までを視野に入れた具体的な取組を示しながら、住み良さを高

め、町全体の活力を維持・向上させることを目的とします。 

さらに、空家等を含めた住宅等は地域社会を形成する大切な要素であり、そのあり

方は地域コミュニティの運営にも大きな影響を与えることから、地域の将来を考えな

がら取り組むものとします。 

 

第３節 計画の対象区域 

空家等が町内全域で確認されていることから、本計画の対象は「錦町内全域」とし

ます。 

ただし、空家等が多く、地域コミュニティの維持やその地域での暮らしに支障が出

るような地区については、モデル的な対策を行うなど、重点地区として取り組むこと

ができることとします。 
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第４節 計画の期間 

空家等対策は、あくまでも個人財産である空家等への対応とともに、空家等が存在

する地域コミュニティへの対応も踏まえて取り組んでいくため、一定の期間を要する

ことから、本計画の期間は「令和8年度から令和12年度までの5年間」とします。 

ただし、各種施策の実施や社会状況の変化等により適宜見直すこととします。 

 

第５節 空家等の定義（種類） 

本計画で対応する空家等は、法で定める「空家等」「特定空家等」「管理不全空家

等」の3つとします。 

【空家等】 

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないこと

が常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）。ただし、国

又は地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。 

【特定空家等】 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、又は著しく

衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく

景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態にあると認められる空家等。 

【管理不全空家等】 

 空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等

に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等。 
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第２章 計画の方針                  

ここでは、空家等対策に取り組んでいくための基本的な考え方を示します。 

 

第１節 基本的な方針 

 

本町における空家等の状況や全国的な取組を踏まえるとともに、空家等が増加するこ

とにより社会的問題が生じることや、地域コミュニティの存続問題にもつながること、

ひいては町全体の活力低下を招くという認識のもと、次の3点を基本的な考え方として、

各種の対策を検討し、取り組んでいくこととします。 

 

１ 錦町の活力維持・向上を目指して、総合的に対策を推進していきます。 

人口減少が進行し、空家等が今後も増加すると想定されるなか、それに伴い、空家

等に直接起因する防災や防犯等の問題にとどまらず、地域におけるコミュニティ活動

の衰退や町全体の活力低下も懸念されてきました。 

こうした点を踏まえ、空家等にしない＜予防の推進＞に加え、空家等を地域の資源と

とらえた＜活用の促進＞、さらには管理がされずに放置された危険な空家等に対応する

＜安心・安全の確保＞を3つの柱として、地域コミュニティの維持や町全体の活力の維

持・向上を目指して総合的に対策を推進します。 

 

２ 地域のまちづくりと連携しながら減らしていきます。 

人口減少や過疎化が進むなか、今までと同じように住み続けることが難しくなって

きています。しかし、今まで守り育てられてきた地域の歴史や景観を次世代に残して

いくことも大切です。 

そこで、町内の不動産業者や自治組織である26行政区と連携を深めながら、各地域の

将来を見据えた空家等の削減を進めていくことが重要となります。そのためにも地域ご

とに空家等対策を含めた将来の地域の姿や在り方を話し合い、空家等の予防、活用、適

正管理及び除却等をうまく組み合わせながら、対策を進めていくこととします。 

 

３ 町民・地域・事業者・行政等が相互に連携して取り組んでいきます。 

空家等の問題はいまや個人だけの問題でなく、地域社会の問題でもあり、空家等対策

を進めるには、地域社会全体による多方面にわたる取組が必要となってきています。 

このため、行政内部の関係部署の連携はもとより、町民や地域、不動産をはじめとす

る関連事業者が相互に連携を図り、それぞれが「できること」や「しなければならない

こと」を組み合わせながら取り組んでいくこととします。 
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所有者 

◎物件の適正管理 

◎空家等状態の解消の

努力 

◎国等の施策に協力す

る努力 

地域（町民） 
◎空家等の発生・放置が起

こらないよう、良好なコ

ミュニティ活動を推進 
◎町、事業者等の取組に協

力 

◎自らの住まいの空家等予

防の努力 

事業者 
◎管理物件の適正な管理 
◎空家等の解消に向けた事

業や取組の推進 

◎所有者、地域、行政の取

組を積極的に支援 

行政 
◎予防・活用・適正管理

等、空家等に関する施策

を総合的に策定・実施 
◎所有者、地域(町民)、事

業者等が実施する取組を

支援 
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第３章 空家等の現状と課題                  

ここでは、空家等の現状や発生要因、そこから生じるさまざまな課題を示します。 

 

第１節 現状 

 

１ 住宅数及び空家数 

  令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の住宅総数は6,504万7千戸と5年前の平

成30年と比べ263万9千戸（4.2%）増加、空家数も900万2千戸と51万3千戸増加し、過

去最多となっています。なお、空家率は13.8%となっています。 

 また、熊本県では、5年前と比べると住宅総数は85万1千戸で、3万7千戸（4.6%）

増加、空家数も12万7千戸で1万5千戸（13.6%）増加しています。空き家率は1.1ポイ

ント上昇して14.9%となっています。 

 本町においては、各行政区の区長を通じて、平成21年度と平成25年度に独自で居

住されていない家屋を空家と定義し実態調査を行った結果、平成21年度に202戸、平

成25年度に185戸の空き家を確認しています。取壊しや再利用されている物件があっ

たため、空家全体としては減少傾向にありました。 

しかし、近年の国勢調査に基づく町独自の集計結果では、令和2年度は 421棟(※)、

令和7年度調査においては489棟の空き家等が確認されています。これらの数値には、

住居・納屋・倉庫等全ての建築物が含まれていますが、空き家数は増加傾向にあると

推察されます。 

今後は、これらの建築物の適正管理や利活用を促進するため、建物の種別や老朽

化の度合いを把握するなど、より詳細な実態把握に向けた継続的な調査と分析が必

要となります。 

 

表1 住宅・土地統計調査の概要（総務省統計局） 

 住宅総数（千戸） 

住宅数 

（A） 

空家数 

（B） 

空家率（％） 

（C=B/A） 

全 国 （Ｒ5） 65,047 

（Ｈ30） 62,407 

（Ｈ25） 60,629 

（Ｒ5） 9,002 

（Ｈ30） 8,489 

（Ｈ25） 8,196 

（Ｒ5） 13.8 

（Ｈ30）  13.6 

（Ｈ25）  13.5 

熊 本 県 （Ｒ5）  851 

（Ｈ30）   814 

（Ｈ25）    804 

（Ｒ5）  127 

（Ｈ30）   112 

（Ｈ25）   115 

（Ｒ5） 14.9 

（Ｈ30）  13.8 

（Ｈ25）  14.3 
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 表2 錦町独自空家実態調査の概要 

調査年度 空家数（戸） うち新規空家（戸） 新規空家の割合（％） 

平成21年度 202 － － 

平成25年度 185 45 24.3 

 

※【参 考】 

令和2年度国勢調査による空家独自集計 421棟(一般住居の他、納屋・倉庫等を含む) 

令和7年度国勢調査による空家独自集計 489棟(一般住居の他、納屋・倉庫等を含む) 

 

第２節 問題・課題 

 

１ 防災・防犯上の不安 

相談の内容から、最も関心が高いのは防災・防犯上の問題です。近所の空家等が

放置状態になっていると、防災、防犯上とても不安を感じられています。 

 

２ 周辺環境の悪化 

空家等の敷地に雑草が生え、動物や害虫のすみかになって、隣近所に被害をもたら

すことや、空家等の敷地内にゴミが不法投棄されるといった被害が懸念されます。 

 

３ 景観の悪化 

集落等の入口に管理不全の空家等があると、その集落等の印象がとても悪くなり

ます。また、集落等の中に放置された空家等があると、美しい家並みが、たった一

軒の建物のために台無しになってしまいます。 

 

４ 倒壊などによる事故の懸念 

平成25年度の実態調査によると、放置状態の空家等が空家等全体の3分の1を占め

ており、放置状態の空家等のうち4割以上が、強風や地震などによって事故が起きる

危険性が高いと思われるものでした。 

 

５ 地元対応の限界 

行政区の中には、伸びた木の枝を払うという程度のことをしていただくところも

ありますが、空家等はあくまでも個人財産であることから、問題を解決するために

行政区単位で対応できることには限界があります。 

 

６ 法制度面 

●固定資産税の住宅用地特例により除却が進まない 

空家を除却し、空地にすると固定資産税が上がるため、除却に抵抗がある傾向

があります。 
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●農地取得に制限あり 

町内には農地とセットになった物件が多くありますが、農地を取得するために

は農業者であることなどの条件が必要です。 

 

 

＜参考＞  

■固定資産税の住宅用地の特例  

表 固定資産税の住宅用地の特例率 

住宅用地 

の区分 
住宅用地区分の範囲 

特例率 

固定資産税 

小規模  

住宅用地  

面積が200 ㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場

合は１戸当たり200㎡までの部分 
１／６ 

一般  

住宅用地  
小規模住宅用地以外の住宅用地 １／３ 

※ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ等の場合は、戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。 

※併用住宅の場合は、建物の構造、階数、住宅としての利用部分の割合により、住宅

用地となる面積が異なります。 
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第４章 空家等対策の方向性と視点           

ここでは、空家等対策の方向性と取組を進める上での6つの視点を示します。 

 

第１節 対策の方向性 

空家等が発生し放置される要因やそこから生じる課題は、多岐にわたるとともに、

居住中から除却後の跡地利用までの各段階にわたっていることから、その原因等を1つ

に特定したり、まとめて対応したりすることが難しい状況です。 

そのため、空家等対策の実施には、居住から土地活用までのそれぞれの段階に応じ

て効果的に対応することが必要であり、ここでは、その方向性と各種施策を検討・実

施するための視点を示します。 

また、空家等は、今後増加が予想されることから活用や除却よりも、予防に力点を

置きながら、対策を進めていくこととします。 

 

 

 

 

居住 空家化 管理不全 除却 土地利用 

 

 

 

空家化の 

予防・抑制 

空家等の 

活用・流通 

促進 

管理不全の 

未然防止 

管理不全 

状態の速やか

な解消 

土地活用の 

誘導・促進 
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第２節 視点 

１ 予防 

本町では、人口が減少している一方で、世帯数は増加傾向にあるため、一世帯当

たりの構成員数は減少傾向です。今後もこの傾向にあると予想されます。  

また、令和2年の国勢調査によると、本町では一般世帯（3,710世帯）のうち65歳

以上の高齢者単身世帯（493世帯）は約13.3％であり、高齢化率は高くなる傾向にあ

り、今後、空家数の増加が予想されるため、現に存在する空家等について対策を講

じることと併せ、新たな空家等の発生を抑制することが重要です。  

空家等となる要因は所有者の個人的な事情によるところが一番大きいと考えられ

ますが、住宅は、人々の社会生活や地域のコミュニティ活動を支える拠点であり、

豊かな地域社会を形成する重要な要素であることから、居住中の段階から以下の取

組を進めます。 

  

（１）町民意識の醸成・啓発  

空家等の対策を進めるには、空家等についての意識を広く町民の間で醸成するこ

とが必要となります。  

とりわけ、所有者にとっては空家等とすることで維持管理等の負担が生じるとと

もに周辺に迷惑を及ぼしかねないこと、地域にとっては空家等の増加によって防災

や防犯等の面で地域の住環境に悪影響が生じる恐れがあることなど、空家等に関す

る問題意識、家を使い続けるという意識を高めることが空家等の発生抑制に繋がる

ものと考えられます。  

このため、関係部局や関連団体、地域等が連携し、様々な手段や機会を通して、

町民に対する周知・啓発を行います。  

ア 町民への情報発信  

売買や賃貸等を希望する空家等の情報を集約、提供する「空家バンク制度」

や、空家等の適正管理・再利用・利活用について、広報にしきやあいねっと放

送、リーフレット等により、町民に対して広く情報発信や意識付けを行います。  

イ 地域を単位としたきめ細かな対応  

行政区等の主体的な取組を支援する事業を検討するとともに、地域の各種組

織・団体と連携し、地域を単位とした啓発活動や勉強会等の実施を検討します。 

 

（２）住宅ストックの良質化の推進  

住まいとしての規模や性能が不十分であると、住み続ける、または住み継ぐこと

が難しく、そうしたことが空家等を生み出す要因のひとつになっています。  

このため、新築・既存を含め、住宅ストックの良質化を推進することが、将来的

な空家化の抑制にも繋がるものと考えられます。  

今後は、引き続き、これらの取組を推進するとともに、特に以下の点について拡

充等を検討します。 
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●既存住宅の質の向上  

現在、既存住宅については、住宅リフォーム助成事業による質の向上の推進に

努めています。今後も住み継ぐことができるような事業の推進を進めます。 

 

（３）良好な住環境の保全・形成の推進  

個々の住宅対策に留まらず、分館や集落における地域コミュニティ活動により、

住みやすい良好な生活環境の保全・形成を進めることで、移住定住を促し、ひいて

は空家等の発生抑制につながると考えています。  

 

２ 活用  

集落さらには地域全体の活力の維持・向上を図るには、空家等の管理不全対策だ

けでなく、空家等の流動化を促し、活用や建替えを含めた流通を進めることが必要

です。  

 

（１）活用・流通のための環境整備  

町内全域に存在する空家等の活用・流通を促進するには、市場の機能を活かすこ

とが有効かつ必要となります。そのため、流通を阻害する要因をなくすなど、市場

が機能しやすい環境を整備するための取り組みを行います。 

ア 所有者への働きかけ  

空家等が老朽化し、放置される主な要因の一つに、所有者にそもそも活用等の

意向がないことが挙げられます。また、所有者の家屋に対する思い入れが強く、

手放されない状況も影響しています。本町では、空家等のうち、市場に流通して

いない「その他の住宅」もみられるため、広く町民意識の醸成・啓発を行うこと

と併せ、空家等の所有者を対象に、家の所有と利用を別に考えるという意識の改

革、各種情報の提供、地域での働きかけなどを通して、活用意向の掘り起こしや

動機付けを行っていきます。  

① 情報発信と啓発  

適正管理を促すため、空家等に関する問題点等の啓発を行い、不動産取引を

進めるため、不動産業者と連携のうえ「空家バンク制度」の周知を図ります。 

庁内関係部署と連携し、様々な機会を通じて情報発信するとともに、日常的

には情報が届きにくい町外居住の空家等所有者に対しても啓発を行います。 

② 地域連携と庁内整備  

空家等の把握や所有者情報の特定を円滑に行う仕組みについて、地域との連

携を前提に庁内体制の整備を含め検討します。 

イ 相談体制の整備  

空家等の活用に当たっては、技術面、資金面はもとより法律面や相続面など、

幅広い観点からの検討が必要となります。 

このため、民間関係団体と行政の連携のもと、所有者の意向を把握し、適正管

理や除却も含めた選択肢を提供するとともに、各種の専門的な相談に的確に応じ
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る相談体制の整備を検討します。 

 

(２）地域による空家等活用への支援  

空家等を地域資源として捉え、行政区や地域づくり団体などの地域コミュニティ

が公共的な利用・管理を行う場合に所有者とのマッチング支援の方策について検討

します。  

ア 支援制度の創設 

行政区や地域づくり団体が、地域のコミュニティ活動に資するため、空き家を

活用する意向を調査し、空家等の所有者または活用者を支援する仕組みを検討し

ます。 

イ 地域の体制整備や意識改革  

行政区や地域づくり団体において、空家等を地域で活用する組織や体制が整備

できるよう支援を行うと共に、地域内での空家等の掘り起こしや空家等の所有者

へ、区長等を通じ積極的な働きかけを支援していきます。  

 

（３）需要喚起のための取組  

人口減少が予想されるなか、錦町に住みたいという移住希望者の需要に応えるた

めに、需要を喚起・創出するための取組が必要だと考えられます。  

具体的には、「空家バンク」の拡充と併せて、継続的な空家実態調査による空き

家のデータベース化を図り、多様な主体とも連携のうえ「空家バンク制度」を主と

し、錦町に住みたい人に向けた情報提供やマッチングを行います。 

 

３ 適正管理 

適切に管理されないまま放置された空家等は、その建物自体の老朽化を招くだけ

でなく、防災、防犯、衛生、景観などの面において周辺環境に悪影響を生じさせる

こととなります。全国的にも、そのことが空家等に関する問題の要因として挙げら

れ、本町においても、そのような空家等に関する近隣住民からの通報が見受けられ

る状況にあり、対応するための体制づくりが必要です。 

とりわけ、特定空家等に対しては、平成27年5月の法施行により、今後は、今まで

以上に行政による対応となるケースが発生すると考えられます。  

一方で、少子高齢化の進行やライフスタイルの多様化等から個人による管理が難

しくなってきていることに加え、地域コミュニティの希薄化により住民同士の目が

行き届かなくなってきていることなど、個人や地域レベルでの管理能力は相対的に

低下している状況にあります。  

こうした傾向は今後も続くことが予想されることから、今後の対策として、所有

者や地域住民等による自発的な管理を促すとともに、現状や課題を踏まえ、対応の

強化や体系化を図ることが必要となります。 
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【特定空家等対策の関係法令等】 

 

 

 

（１）要綱の整備  

一定の強制力をもった対応を行うには、法令等に基づく根拠が必要となります。管

理不全状態が進行し、特定空家等になったものについては、法を踏まえると共に、こ

れまでどおり建築基準法などの関係法令で対応することを基本としたうえで、要綱で

それらを補完する部分を規定することとします。 

  

４ 除却 

管理不全状態が一定以上進行し、活用が困難なものについては、速やかな除却を促

すことが有効な対策の一つであることから、モラルハザードを招かないよう公益性等

を考慮したうえで、除却に対する支援を検討します。  

 対象・状況 行政上の措置 

建築基準法 著しく保安上危険であり、又

は著しく衛生上有害と認めら

れる場合  

除却、修繕等の保安上又は衛生上

必要な措置を命令  

消防法 屋外における火災予防上危険

なもの（火災の危険が迫って

いる場合のみに限定）  

屋外の延焼のおそれのあるものの

除去等を命令  

道路法 認定区域内に生じている道路

の交通に支障を及ぼすおそれ

のある行為  

工作物等の除却その他必要な措置

を命令  

廃棄物の処理

及び清掃に関

する法律 

自己所有地でごみ（一般廃棄

物と明らかなもの）を不法に

処分している場合  

除却等の必要な措置を命令  

廃棄物の不法投棄によって、

生活環境の保全上支障がある

場合 

所有者に予防措置を指導するとと

もに、不法投棄を行った者に対し

除去等を命令 

空家等対策の

推進に関する

特別措置法 

空家等対策の全般に関するも

の 

計画の策定、立入調査、固定資産

税情報等の活用、データベースの

整備、特定空家等への助言又は指

導、勧告、命令、代執行 等 

不動産登記法 相続により不動産を取得した

が、登記されず放置されてい

る場合 

所有権を取得したことを知った日

から3年以内に正当な理由なく相続

登記怠った場合、10万円以下の過

料。 
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ア 管理者意識の醸成・強化方策の検討  

予防段階での町民意識の醸成・啓発とあわせ、要綱による責務の明確化及びその

周知等により、所有者を対象にしたより強い対応を検討します。  

イ 跡地利用を踏まえた支援  

除却だけを進めると空地が増加し、それらがそのまま放置されるなど、別の問題

が生じることが懸念されることから、跡地の利用が適切である場合に限り、除却費

助成等の支援を検討します。  

 

５ 跡地利用 

計画性や目的もなく空家等だけの除却を進めると空地が増加し、それらが適切な管

理をされないと、別の問題を引き起こすことに繋がってしまいます。  

このため、特定空家等対策として除却を進めるに当たっては、跡地を管理不十分な

空地のまま放置させず、さらには良質な土地利用を促すため、以下の取組を行います。  

 

（１）地域等による活用への支援  

空家等の跡地活用については、地域コミュニティが共同利用・管理する場合に、空

家等の除却に加え、跡地の整備や運営等を一括して支援する仕組みを検討します。  

その際、跡地の利用方法については、地域のニーズを踏まえて柔軟に対応するもの

とし、利用・管理主体は、地域との連携を前提にＮＰＯ等の民間団体でも可能とする

方向で検討を行います。  

 

６ 総合的な取組 

個別の状況や状態での空家等対策を推進するとともに、予防から除却後の跡地利用

までを見通し、かつ空家等を含めた地域全体の将来を考えながら、空家等対策を進め

る組織を確立していきます。 

また、関係機関が連携しながら対応を検討する仕組みを検討していきます。 
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第５章 空家等対策の推進体制                 

ここでは、空家等対策を着実に進めるための体制整備について示します。 

第１節 体制の整備 

対策を進めるためには、多様な主体間の連携を含めた体制の整備が求められます。こ

れまでも空き家の各段階に応じ、必要となる点を記載してきましたが、それらとあわせ、

以下を要点として、包括的・体系的な体制の整備を検討します。  

 

１ 相談窓口を一つに  

空家等に関する相談等は、所有者、隣接者及び利用者など異なる立場の人から、さ

まざまな状態の空家等に関して寄せられます。内容により所管部署等が異なるため、

相談窓口が異なると話が進まなかったり、出口となる担当部署等までたどり着かなか

ったりすることから、まずは相談窓口を一つにしていきます。  

 

２ 組織の体系化  

地域からの空き家等の情報提供、管理不全に関する通報、所有者からの活用等に関

する相談など、それぞれの内容に応じて的確に対応できる体制を整備すると共にそれ

らの連携・統括が可能となるよう組織の体系化を図ります。  

 

３ 関係部署・機関間の緊密な連携  

空家等については、関係法令が多岐にわたるとともに、対応のあり方も状況によっ

て異なるため、複数の関連する部署や機関が連携して対応する必要があることから、

その連携を緊密かつ持続的に行うことができるよう、システムやルールを整備します。 

  

４ 民間事業者との連携  

民間事業者や専門家が組織する各種関係団体との連携に加え、市場での流通促進を

図るため、個々の事業者が取り組みに参画しやすい環境を整備するなど、民間事業者

との連携を図っていきます。 

  



参考資料（空家等・特定空家等に関する対応方針） 

空家等、特定空家等の定義 関連する事象 対応の方向性 主管課 対応の手法 

空家等 建築物又はこれに付随する工

作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常

態であるもの及びその敷地（立

木その他の土地に定着する者

を含む。） 

○使用されていないが、居住可能な家

屋 

○適正管理 

○活用促進 

企画観光課 

 

調査・データベース化、不動産（空家）の

斡旋 

住民福祉課 関係課への戸籍等の情報提供 

税務課 関係課への固定資産情報の提供 

○居住しているが独居高齢等により

空家予備軍となっている 

○予防 保険政策課 関係課への独居高齢者及び高齢世帯情報の

提供 

○空家と農地をセットで取得したい  農林振興課 新規就農者への農地斡旋 

○立木等が道路の通行を妨げている ○適正管理 

○治安 

地域整備課 バリケード等の設置による応急措置 

管理不全空

家等 

放置すれば特定空家等になる

おそれのある空家等 

○ゴミ等の放置、不法投棄による臭

気・虫等の発生 

○衛生 住民福祉課 

（環境係） 

ゴミ処理対応 

○立木等が道路の通行を妨げている ○適正管理 

○治安 

地域整備課 バリケード等の設置による応急措置 

特定空家等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倒壊等著しく保安上危険とな

る恐れのある状態 

○台風等による老朽化部分の飛散（近

隣住民への被害） 

○放火等による被害 

○防災 

○防犯 

○保安 

総務課 除却を想定した行政処分の対応 

 

○特定空家認定により固定資産税の

住宅用地特例が適用されない 

○税制措置 税務課 固定資産税の住宅用地特例に関する措置 

著しく衛生上有害となる恐れ

のある状態 

○ゴミ等の放置、不法投棄による臭

気・虫等の発生 

○衛生 住民福祉課 

（環境係） 

ゴミ処理対応 

適正な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損な

っている状態 

○多数の損壊や立木等の繁茂により、

近隣集落の景観を損ねている。 

○景観維持 企画観光課 所有者への助言・指導、立木等の伐採 

その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが

不適切である状態 

○動物が住みつき、汚物等の放置によ

り臭気が発生 

○未施錠等による不特定の者が容易

に侵入できる状態で放置されている 

○治安 

○防犯 

総務課 所有者への助言・指導 

 

○立木等が道路の通行を妨げている 

 

○適正管理 

○治安 

地域整備課 バリケード等の設置による応急措置 



参考資料（相談体制フロー図）

相談 相談

情報

連携

　　　　総務課
②‐1除却を想定した
行政処分の対応
⑤‐1所有者への助
言・指導

　住民福祉課
　　（環境係）
③‐1ゴミ処理対
応

特定空家等及び管理不全空家等

農地活用意向
の伝達・連携

国・県
（国道・県道）

農地情報の提
供・連携

　　　税務課
②‐2固定資産
税の住宅用地
特例に関する措
置

　農林振興課
（農業委員会）
①‐7新規就農
者等への農地
斡旋空家等に係る防災関連の

苦情・除却等の相談
ゴミの不法投棄がされた
空家に関する相談

ＮＯ

空家の管理に関する相談 空家の利活用に関する相談

　　住民福祉課
　　　（住民係）
①‐4戸籍等の情
報提供

道路に支障をきたす
空家敷地内の庭木等

の苦情 　企画観光課

①‐1調査・デー
タベース化
①‐2不動産（空
家）の斡旋
④‐1所有者へ
の助言・指導
④‐2立木等の
伐採（助言・指
導）

　地域整備課
①‐8,⑤‐2バリ
ケード等の設置
による応急措置

　　　　税務課
①‐5固定資産情
報の提供

　　保険政策課
①‐6独居高齢及
び高齢世帯の情報
提供

空家等に係る固定資
産税の相談

相談者

町民相談室
（総合窓口）

提供 企画観光課
（空家の相談専門窓口）

ＹＥＳ


